
下川町オープンデータ利用規約 

 

下川町オープンデータ利用規約（以下「本規約」という。）は、下川町のホームページにおいて公開す

る下川町が保有するデータを利用に察しての規約です。 

 オープンデータのご利用の際には本規約に従っていただくようお願いいたします。 

 

１ 利用に当たって 

   サービスの御利用をもって本規約の内容を承諾したものとみなします。 

  また、本規約の内容は、必要に応じて、予告なしに変更することがありますので、サービス御利用に

際しては、最新の内容を確認してください。 

 

２ リンクについて 

   本ページへのリンクは、原則許可を不要とし、ご自由にご利用いただけます。 

ただし、各情報においてリンクの制限等の注記がある場合には、この限りではありません。 

 

３ 知的財産権の取扱い 

   本ページに掲載されている個々の情報（文章、写真、イラスト等）は著作権の対象となっておりま

す。また、本ページ全体も編集著作物として、著作権の対象となっています。 

著作権は日本国の著作権及び国際条約により保護されています。 

   本ページの内容（掲載されている情報を含む。）に存在する著作物の著作権は、利用に制限がある

ものを除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示 4.0 国際（CC-BY4.0）のもとでライセ

ンスされています。各著作物の御利用に当たっては、以下を参照してください（［ ］内の部分は利

用者が記載してください。） 

 

・オープンデータを改変せずにそのまま複製して利用するとき 

ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用されるときは、以下のクレジッ

トを記載してください。 

［ライセンスされている著作物のタイトル］、下川町・［その他の著作物］、 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 

 

・オープンデータを改変して利用するとき 

   出典の表記の他、改変を行ったことを記載してください。また、改変した情報を、あたかも本町が

作成したかのような態様で公表・利用することは禁止いたします。 

 

４ 第三者の権利 

   本ページに掲載されている情報は第三者が著作物をその他の権利を有している場合があります。

第三者が著作権又は著作権以外の権利（例：写真につき肖像権・パブリシティ権等）を有している情

報については、特に権利処理済みであることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第



三者から利用の許諾を得るものとします。なお、対象データの中の第三者が権利を有している部分の

特定・明示等は、原則として行っておりませんのでご注意ください。 

 

５ 免責事項 

   本町では本ページに掲載する情報について様々な注意を払っていますが、その内容の正確性・網

羅性、特定の目的への適合性等については、いかなる保証を行うものでもありません。 

   利用者の本規約違反若しくは利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じた全ての苦

情や請求については、利用者自身の費用と責任で解決するものとし、本町は一切責任を負いません。 

   本町は、本ページからリンクされているデータ（以下「リンク先データ」という。）について、そ

の掲載情報の正確性、合法性等を保証するものではありません。万が一、リンク先データの利用につ

き問題が生じた場合は、利用者御自身の責任で対処してください。 

 

６ 本町への弁償 

   利用者の本規約違反若しくは利用者による第三者の権利侵害に起因し、又は関連して生じた苦情

や責任への対応に関連して本町に費用が発生（賠償金の支払いを含む。）した場合は、利用者は当該

費用を弁償するものとします。 

 

７ 他サイトの利用規約との関係 

   オープンデータが、本町の他のサイトにおいても公開されている場合において、そのサイトの利

用規約（法令に定める利用条件とは別に、そのサイトにおいて独自に設けられた利用条件をいいま

す。）と本利用規約が異なるときは、本利用規約が優先するものとします。 

 

８ 利用規約違反への対応 

   本規約に違反するような行為等を発見された場合は、下川町役場情報担当までご連絡ください。 

   メールアドレス：s-joho@town.shiomokawa.hokkaido.jp 

 

９ その他 

   本規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。 

   サービスの御利用に関して、現時点では利用料金を請求しておりません。 

   本町と利用者の間で、本ページ、サービス又は本規約に関して紛争が生じた場合には、相互が満足

できる解決を図るための誠実に対応することとします。 

なお、上記対応により解決がなされず、司法的判断を求める場合には、旭川地方裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とします。 

 

９ 使用言語 

   利用上の手続き及びお問合せ等は、日本語で行うこととします。 
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